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議案第２５号 

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年３月６日  

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 目黒区国民健康保険条例（昭和３４年１１月目黒区条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

 第１４条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保 

険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」 

という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号

イ中「（一般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同号ロ中「附則第２２

条」を「附則第７条」に改め、「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るも

のに限り、都」を削り、同号へ中「（退職被保険者等に係る療養の給付に要す

る費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入

院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要す

る費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要す

る費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用の額を除く。）」を削り、同条第２号ロ中「附則第

２２条」を「附則第７条」に改め、同号ハを次のように改める。 

ハ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 

第１４条の３第２号ニ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」 

及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付
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等に要する費用に係るものに限る。）」を削る。 

 第１４条の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保

険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改める。 

 第１５条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。 

 第１５条の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外

の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１号中「１００分の７．１７

（一般被保険者に係る」を「１００分の８．６９（」に、「１００分の６３」

を「１００分の６４」に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に改め、同条

第２号中「４５，０００円（一般被保険者に係る」を「４９，１００円（」に、

「１００分の３７」を「１００分の３６」に、「一般被保険者の」を「被保険

者の」に改める。 

 第１５条の５から第１５条の７までを次のように改める。 

第１５条の５から第１５条の７まで 削除 

 第１５条の８中「又は第１５条の５」及び「（一般被保険者と退職被保険者

等が同一の世帯に属する場合には、第１４条の４の基礎賦課額と第１５条の５

の基礎賦課額との合算額をいう。第１９条、第１９条の２、第１９条の４及び

第１９条の５において同じ。）」を削る。 

 第１５条の９の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外

の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１号中「であって、都が行う

国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第２号イ中「附則第２

２条」を「附則第７条」に改め、同号ロ中「法附則第９条第１項の規定により

読み替えられた」を削る。 

 第１５条の１０の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被

保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め

る。 

 第１５条の１１の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被
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保険者」を「被保険者」に改める。 

 第１５条の１２の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以

外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１号中「１００分の２．３ 

１（一般被保険者に係る」を「１００分の２．８０（」に、「１００分の６３」 

を「１００分の６４」に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に改め、同条

第２号中「１５，１００円（一般被保険者に係る」を「１６，５００円（」に、

「１００分の３７」を「１００分の３６」に、「一般被保険者の」を「被保険

者の」に改める。 

 第１５条の１３から第１５条の１５までを次のように改める。 

第１５条の１３から第１５条の１５まで 削除 

 第１５条の１６中「又は第１５条の１３」及び「（一般被保険者と退職被保

険者等が同一の世帯に属する場合には、第１５条の１０の後期高齢者支援金等

賦課額と第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１

９条、第１９条の２、第１９条の４及び第１９条の５において同じ。）」を削

り、「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改める。 

 第１６条第２号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号ロ中「

法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．９３」を「１００分の２．２０」に

改め、同条第２号中「１６，２００円」を「１６，５００円」に改める。 

 第１９条中「、第１５条の５」及び「、第１５条の１３」を削る。 

 第１９条の２中「又は第１５条の５」及び「又は第１５条の１３」を削り、

「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同条第１号イ中「３１，

５００円」を「３４，３７０円」に改め、同号ロ中「１０，５７０円」を「１

１，５５０円」に改め、同号ハ中「１１，３４０円」を「１１，５５０円」に

改め、同条第２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、同

号イ中「２２，５００円」を「２４，５５０円」に改め、同号ロ中「７，５５

０円」を「８，２５０円」に改め、同号ハ中「８，１００円」を「８，２５０
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円」に改め、同条第３号中「５３５，０００円」を「５４５，０００円」に改

め、同号イ中「９，０００円」を「９，８２０円」に改め、同号ロ中「３，０

２０円」を「３，３００円」に改め、同号ハ中「３，２４０円」を「３，３０

０円」に改める。 

 第１９条の４第１号イ中「６，７５０円」を「７，３６５円」に改め、同号

ロ中「１１，２５０円」を「１２，２７５円」に改め、同号ハ中「１８，００

０円」を「１９，６４０円」に改め、同号ニ中「２２，５００円」を「２４，

５５０円」に改め、同条第２号イ中「２，２６５円」を「２，４７５円」に改

め、同号ロ中「３，７７５円」を「４，１２５円」に改め、同号ハ中「６，０

４０円」を「６，６００円」に改め、同号ニ中「７，５５０円」を「８，２５

０円」に改める。 

 第１９条の５第２項中「前項の規定により保険料の」を「前項各号に定める

ところにより算定した」に改める。 

 付則第６条及び第７条を次のように改める。 

第６条及び第７条 削除 

   付 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の目黒区国民健康保険条例第６章の規定は、令和６

年度分の保険料から適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 

 

（説明） 保険料率、賦課限度額及び保険料を減額する基準額を改定するとと

もに、退職者医療制度の廃止等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の

必要を認め、この案を提出します。 


